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弁理士法人 志賀国際特許事務所 

（外国事務部 加藤基志） 
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。 

 

中国専利審査指南の改正について 
 

中国では 2024 年 4 月に専利審査指南（審査基準に相当）の改正案が公表され、2025 年 11 月 10 日付通知

により正式公布されました。施行日は 2026 年 1 月 1 日です。現行実務への影響は大きくありませんが、細かい

ところで注意が必要です。今回は本改正のうち手続き管理に関する主な内容について紹介します。 
 

１．発明者の身元情報の要求（第 1 部第 1 章第 4.1.2 の第 1 段落） 
（１）現在の願書は第一発明者の身分情報のみ記入することが要求されていますが、改正審査指南では全ての

発明者の身元情報を記載し、その情報が真実であることを保証しなければならない旨規定されました。 
（２）発明者の身元情報に関し、中国国籍の発明者は氏名、国籍、および ID 番号が要求されますが、中国以外

の国籍の発明者は氏名および国籍のみで足ります。パスポートなど身分証明書の提供は一般的には不要だが、 
審査官が情報の真偽に疑義を持った場合には必要というのが現時点での複数現地代理人見解です。 
 

２．分割出願時の優先権主張（第 1 部第 1 章 6.2.1.2 および 6.2.2.2） 
親出願が優先権主張しているが、分割出願が願書に優先権主張する旨を宣言していない場合、分割出願は

優先権主張していないものとみなされ、審査官は優先権主張していない旨の通知を発行すると規定されました。

現在の実務を審査指南に明文化にしたものですが、実際の手続きは現地代理人が分割出願の願書に優先権

主張する旨を記載することで対応でき、出願人における対応は予定されていません。 
 

３．特許出願と実用新案出願の同日出願（第 2 部第 3 章 6.2.2 の最終段落） 
（１）現行審査指南は、同一出願人が同一の発明について同日（出願日のみをいう）に実用新案特許と発明特許

の両方を出願し、既に付与された実用新案特許権の存続期間が満了しておらず、出願人が出願書類において

別個の記載をしているという場合、発明特許出願の補正、または実用新案特許権を放棄することで二重授権を

回避することができると規定しています。 
（２）改正審査指南では、出願人は各出願書類に同一発明に関し別の出願をしたことを明記する必要があります

（明記しない場合、同一発明に対して 1 つの発明特許権のみ付与されます）。また、二重授権回避方法は実用

新案特許権の放棄のみとなります。 
 

４．優先権譲渡証の署名者（第 3 部第 1 章 5.2.3.2） 
現行審査指南は、外国優先権と国内優先権の主張に関し、優先権主張する後続出願の出願人が先行出願

の出願人と一致していなければならず、一致していない場合は後続出願の出願人が優先日から 16 ヶ月以内

に「先行出願の出願人全員」が署名または捺印した優先権譲渡証を提出しなければならない、と規定しています

（第 1 部第 1 章第 6.2.1.4 および 6.2.2.4）。これに対し、PCT ルートの優先権主張に関しては署名／捺印者を

「譲渡人」と限定しています（第 3 部第 1 章 5.2.3.2）。改正審査指南では、PCT ルートに関しても署名／捺印者

を「譲渡人」から「先行出願の出願人全員」に修正し、他の規定の表現と一致させます。 
 

５．快速審査（第 5 部第 7 章第 8.3 節） 
（１）第一出願人が中国国籍の企業であり、かつ、中国の特定機関による予備審査に合格して所定審査要件を

満たした特許出願は、快速審査の対象となる旨の規定が追加されました。現在も実際に行われている快速審査

を審査指南に明文化したものであり、従来の実務に実質的な変化はありません。 
（２）第一出願人が中国企業でかつ地方知的財産保護センターに登録されている必要があるため、日本企業に

よる利用は原則として不可です。共同出願人が中国籍の企業であり、かつその中国籍企業出願人が予審資格

を獲得できるのであれば、快速審査を申請することは可能です。ただし、資格を申請する際に全ての出願人の

名義で申請する必要があります。 
 
******** 
■Follow-up／2025 年 9 月外国特許トピックス「インドネシア特許 実施報告義務について（現状報告）」 

インドネシア特許権に関し、新法にて実施報告書の提出義務が規定されましたが、この具体的な運用を定め

る実施規則が未公布ということもあり、対象特許権や報告書提出期限等の考え方につき現地代理人の見解が

割れております。最も安全サイドにたてば本年末までに全特許権につき実施報告書を提出することになります。

弊所では引き続き情報収集に努めております。弊所以外（貴社等）で年金管理をなされている案件につき、もし

弊所へのご連絡が必要な場合には ospclient@shigapatent.com（担当：高山）宛にご相談いただければと存じ

ます。また弊所で年金管理を行っている案件につきましては今後の情報収集結果を踏まえ、個別に必要に応じ

てご連絡差し上げるようにいたします。 

以上 


